
船舶事故調査報告書 

平成３０年５月２３日  

運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年１０月１２日 １１時００分ごろ 

発生場所 香川県多度津
た ど つ

町二面
ふたおもて

島北東方沖 

二面島灯台から真方位０３４°３５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１８.２′ 東経１３３°３７.４′） 

事故の概要 引船春日
か す が

丸は、台船日東
にっとう

７号をえい
．．

航して西進中、洗岩に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 平成３０年１月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ 引船 春日丸、１９.６３トン 

２７０－４１９２０広島、有限会社高升船舶工業、有限会社大

鳳海運（船舶借入人） 

Ｂ 台船 日東７号、総トン数等不詳 

   なし、日東タグ株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

  甲板員Ａ、一級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船底外板に擦過傷 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風速 約１.８m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、船尾部に約６０ｍのえい
．．

航索でＢ船を繋
つな

いで引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成

し、ＧＰＳプロッターの画面を広域表示として甲板員Ａが操船し、約

６ノットの対地速力で自動操舵により二面島北東方沖を西進中、Ａ船

が‘二面島北東方沖の洗岩’（以下「本件洗岩」という。）に乗り揚げ

た。 

Ａ船の喫水は、船首約１.６ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

甲板員Ａは、空模様が悪化してきたので、早く目的地に到着しよう

と思い、いつもの針路よりも二面島側に寄って航行していた。 

甲板員Ａは、本件洗岩の存在を知っており、ＧＰＳプロッターの画

面を拡大表示にしていれば本件洗岩が表示されるので、Ａ船が乗り揚

げることはなかったと本事故後に思った。 

分析 Ａ船引船列は、二面島北東方沖を西進中、甲板員Ａが、ＧＰＳプロ

ッターの画面を広域表示にしていて船位の確認を適切に行っていなか

ったことから、本件洗岩に向かう状態で航行していることに気付か

ず、Ａ船が本件洗岩に乗り揚げたものと考えられる。 



 

原因 本事故は、Ａ船引船列が二面島北東方沖を西進中、甲板員Ａが、Ｇ

ＰＳプロッターの画面を広域表示にしていて船位の確認を適切に行っ

ていなかったため、本件洗岩に向かう状態で航行していることに気付

かず、Ａ船が本件洗岩に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＧＰＳプロッターの画面を適切な表示に切り替えて船位の確認を

行うこと。 


